
  令和２年４月９日 

保護者様 

 横浜市教育委員会 

横浜市立鶴見小学校 

                             校長 田中 昌彦 

緊急事態宣言の発令に伴う市立学校における一斉臨時休業についてのお願い 

  

保護者の皆様には、日頃より横浜の教育の推進に対して、ご理解とご協力をいただき、

心より感謝申し上げます。 

 先日、「市立学校における一斉臨時休業についてのお願い」で、一斉臨時休業が４月２０

日までとお知らせしましたが、この度の緊急事態宣言を受けて、県の教育委員会から、県

内市町村の公立学校の対応について要請がありました。これを踏まえて、横浜市立学校で

は一斉臨時休業期間を５月６日まで延長することとなりました。なお、その間「緊急受入

れ」「校庭開放」は実施しますが、「登校日」については当面の間、実施を見合わせますの

で、ご承知おきください。 

 

 

 

   ※ 一斉臨時休業期間における情勢の変動等により、休業期間を延長する場合があります。 

 

 

 

４月  ８日（水）～１０日（金） ８:１５～１２:３０  

４月１３日（月）～５月１日（金） ８:１５～１４:３０（土・日・祝を除く） 

【持ち物】 

・健康観察票 ・受入れ希望カード ・学習用具（自分の学習に必要なもの） 

・筆記用具 ・通学帽 ・弁当（13日から） ・水筒 ・上履き 

 

○１～４年生及び個別支援学級（全学年）の児童のうち、保護者の就業等の事情により

家庭での対応が極めて困難な場合について、「緊急受入れ」を実施します。目的をご

理解の上、参加をお願いします。 

○極めて困難な場合とは、自宅に保護者もしくは保護者に代わる方が誰もいない場合で

す。テレワークでの勤務を行っている場合や、在宅勤務等の就業先からの配慮があり

自宅に保護者がいる場合は、緊急受入れはできません。 

〇1 年生は、原則として保護者等の送迎をお願いします。 

○参加予定の日程で保護者の勤務形態が変わり在宅になった場合等は、学校へ連絡の

上、参加はご遠慮ください。 

○追加日程の参加希望については、別紙「緊急受入れ希望カード ④」をご覧くださ

い。 
 

緊急受入れ 【更新】 

   ４月８日（水）から５月６日（水）まで 

 

臨時休業期間【更新】 



 
 

 

４月８日（水）～５月１日（金）土・日・祝を除く 
          ８：４５ ～  ９：４５（受付 8:35～ 8:45） １・２年生 

１０：００ ～ １１：００（受付  9:50～10:00） ３・４年生 

１１：３０ ～ １２：３０（受付 11:20～11:30） ５・６年生 

※時間が変更になりました。 

※受付時間を設定します。必ず、受付時間内に登校してください。 

※登下校時の安全確保の観点から、兄弟児は、どちらかの時間帯に一緒に利用することが 

できるものとします。 

【持ち物】 

     ・健康観察票 ・汗を拭くためのハンカチやタオル ・水筒 

  

 ○新型コロナウイルス感染拡大防止のため、接触を伴う遊び(物を介しての接触も含む)

はできません。また、児童同士もできるだけ密着せずに過ごすものとします。 

○受付に職員がおりますので、健康観察票を提出してください。 

○健康観察票を忘れた場合や、発熱、体調不良の場合は、参加できません。 

〇できるだけ一人で登下校しないように、ご配慮ください。 

○雨天の場合は、校庭開放は中止いたします。 

 

 

 

       ４月１４日（火）～２４日（金） 土・日を除く 

    

○この期間に担任が各家庭の場所の確認を行い、追加の学習課題をポストにお届けしま

す。 

○各家庭への訪問は致しません。在宅の必要もありません。 

○今年度は授業時数確保のため、この地域訪問を予定していた家庭訪問に代えさせてい

ただきます。お子様のことなどで担任にご相談等がある場合は学校までご連絡くださ

い。 

 

※お子様が新型コロナウイルスの検査を行った場合、また、発熱や風邪症状で医療機関

を受診した場合は学校にご連絡ください。 

※お子さんの健康面や生活面、学習面について、学校に相談したいことがある場合は、

ご連絡ください。 

※５月７日（木）以降のことは後日お知らせします。学校や横浜市教育委員会Ｗｅｂ 

ページ等でも最新の情報をご覧ください。 

 

 

横浜市立鶴見小学校 

担当：副校長 

５２１－９６１８ 

校庭開放 【更新】 

地域訪問 【追加】 


